
 

独立行政法人評価に関する有識者会議 開催要綱 

 

１．趣旨 

独立行政法人の評価については、独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）

第２８条の２の規定に基づき総務大臣が定める｢独立行政法人の評価に関する指針｣

（平成２６年９月２日総務大臣決定）において、評価の実効性を確保するために必要

に応じて外部有識者の知見を活用すること等が示されている。 

このことから、厚生労働省が所管する独立行政法人のうち中期目標管理法人の類型

に該当するもの（年金積立金管理運用独立行政法人を除く。以下「法人」という。）に

ついて、その業務の特性に応じた実効性のある評価を行うために有識者の知見を活用

することを目的とし、法人の評価等に関して客観的かつ専門的な立場から助言を得る

ため、厚生労働省政策統括官（総合政策担当）が外部有識者の参集を求めて「独立行

政法人評価に関する有識者会議」（以下「会議」という。）を開催する。 

 

２．構成 

（１）会議はワーキンググループ（以下「ＷＧ」という。）により編成し、ＷＧ、担当法

人及び構成員は、別紙のとおりとする。ただし、これらは、必要に応じ、見直す

ものとする。 

（２）ＷＧに主査を置き、主査はＷＧの事務を統括する。 

（３）主査が不在のときは、主査の指名する構成員がその職務を代行する。 

（４）厚生労働省政策統括官（総合政策担当）は、必要に応じ、構成員以外の外部有

識者の参集を求めることができる。 

 

３．意見聴取の対象 

会議においては、法人の以下に関する事項について意見聴取を行うことができる。

ただし、他の手法により行う場合を除く。 

一 毎事業年度の終了後に実施される業務の実績の評価（年度評価） 

二 中期目標の期間の最後の事業年度の直前の事業年度の終了後に実施される、中期

目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務の実績の評価（見込評価） 

三 中期目標の期間の最後の事業年度の終了後に実施される、中期目標期間における

業務の実績の評価（期間実績評価） 

四 その他一から三までに掲げる事項に関し重要な事項 

 

４．会議の運営 

（１）会議は、原則として公開とする。ただし、主査は、公平かつ中立な議論等に著

しい支障を及ぼすおそれがある等特段の理由があると認められる場合は、非公開

とすることができる。 

https://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/dokuritu/dl/dokuritu-gyousei-02.pdf


 

（２）構成員のうち、意見聴取の対象に係る法人の事務及び事業について利害関係を

有する者（※）は、当該法人に係る評価等に関して参加することはできないもの

とする。 

（※）利害関係を有する者は、次のいずれかに該当する者とする。 

① 意見聴取の対象となる法人に関与している者 

② 所属機関の常勤の役員であり、当該所属機関に対して意見聴取の対象となる

法人から金銭提供がある者 

（３）会議の庶務は、関係部局の協力を得て、厚生労働省政策統括官付政策立案・評

価担当参事官室において行う。 

（４）この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は主査が定める。 

 


